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留学⼿続きについて（教育学部）【CS・EX・DD】 

 

１．留学前の⼿続きについて                                                      

 留学センターにて所定の⼿続きを⾏うこと。 

なお、海外危機管理体制の⼀環として、早稲⽥⼤学が包括契約を締結している海外旅⾏保険に加⼊することが義務付けられてい

る。加⼊⼿続きは留学センターの指⽰に従うこと。 

 

２．教育学部への申請⼿続きについて                                                     

（１）「留学願（CS・EX・DD ⽤）」を教育学部ホームページよりダウンロードし、必要事項を記⼊する。 

（２）⼤学に登録している個⼈情報（学⽣本⼈ならびに保護者の⽒名、住所、電話番号など）が正しいか、MyWaseda の

「個⼈情報照会画⾯から確認する。 

※ 変更が必要な場合は、下記Support Anywhere の記載に従って変更⼿続きを⾏う。 

・  Support Anywhere（01_各種変更・申請⼿続き）   

https://wnpspt.waseda.jp/student/supportanywhere/2021/02/24/application/ 

（３）教育学部ホームページの「留学申請フォーム」から必要事項の⼊⼒および書類のアップロードを⾏う。 

    ＜留学申請フォーム（教育学部）＞ 

     教育学部ホームページ（在学⽣の⽅へ＞休学・留学（単位認定含む）・復学・退学・再⼊学など＞留学＞留学申請フォー

ム）からもアクセス可 

         URL：https://forms.office.com/r/nfwJAMRbEH 

※ 窓⼝や郵送での書類提出は、確認漏れの防⽌のため受け付けていない。 

※ 必要書類のアップロードにおいては、スキャンなどで必要なデータを⽤意し、画像ファイル（拡張⼦が[.jpeg][.jpg][.gif] 

[.png]のもの）または PDF（拡張⼦が[.pdf]のもの）にて提出すること。 

（４）教授会で承認後、学部から学⽣および保護者等宛に「留学許可通知」を送付する。 

 

３．留学許可期間・申請時期                                                         

留学として認められる期間は、実際に渡航する期間ではなく以下のようになる。 

【１年間の留学】                 【半期留学】           

留学許可期間 申請時期（⽬安）  留学許可期間 申請時期（⽬安） 

４⽉１⽇ 〜 翌年３⽉３１⽇ ２⽉末迄 ４⽉１⽇ 〜 ９⽉２０⽇ ２⽉末迄 

９⽉２１⽇ 〜 翌年９⽉２０⽇ ６⽉末迄 ９⽉２１⽇〜 翌年３⽉３１⽇ ６⽉末迄 

 

４．留学中の注意                                                                

（１）留学期間中であっても、Waseda メールは随時チェックすること。 

（２）⼤学の施設やサービス（証明書の取得、定期健康診断の受診等）は通常どおり利⽤できる。 

（３）証明書発⾏は、オンライン申請が可能であり、詳細は以下Support Anywhere の案内を参照すること。 

・ Support Anywhere（証明書発⾏） 

https://wnpspt.waseda.jp/student/supportanywhere/2023/05/01/certificate_request/ 

 

 

 

581103
テキストボックス
学部（C.留学【CS・EX・DD】）



５．留学期間中の学費  ※帰国後の学費については、後段の「１２．その他（３）」を確認すること                

早稲⽥⼤学留学センター発⾏の『留学の⼿引き』における「Ⅴ．早稲⽥⼤学の留学制度」に記載のとおりとなる。 

 ・ 留学センター（早稲⽥からの留学＞留学計画・準備） 

https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/plan 

 

６．所定年限以上在学する場合の授業料等（＝延⻑⽣の学費）について                                         

帰国後５年⽣となった場合、CS・DD の場合は留学中も学籍が「在学中」扱いとなるため、延⻑⽣の学費が適⽤される。 

⼀⽅、EX は留学期間中の学籍は原則「留学中」扱いだが、復学時に単位認定の申請をして認められた場合は「在学中」を選択する

ことができる。「在学中」とする場合、帰国後５年⽣となった場合の学費は CS 等と同じ扱いとなる。「留学中」とする場合、留学期間

は在学期間に含まれず、授業料は４年⽣以下と同じ扱いとなる。 

 

＜延⻑⽣学費の考え⽅＞ 

休学・留学の期間を除いた在学期間が４年を超える場合は、前学期終了時点での卒業所定単位の不⾜単位数をもとに算出す

る。（不⾜単位数＝卒業所定単位数－前学期までの既得卒業算⼊単位数） 

詳細は教育学部ホームページを参照すること。 

・ 教育学部ホームページ（在学⽣の⽅へ＞学費・奨学⾦＞延⻑⽣の学費） 

https://www.waseda.jp/fedu/edu/students/tuition/ 

 

７．留学期間前後の科⽬履修登録について                                                  

  

※ 留学が許可された学期の履修科⽬は成績発表前までに事務所で登録を取り消すため、不可の扱いにはならない。 

 ＜留学期間と科⽬の取り扱い＞ 

留学期間 科⽬登録⽅法および注意事項 

９⽉２１⽇〜翌年９⽉２０⽇ 

・留学開始年度に履修した春学期科⽬は、留学開始年度の履修科⽬となる。 

・留学開始年度に履修していた通年科⽬は、復学年度秋学期に継続履修し、復学年度の履

修科⽬とする（継続履修制度）。本制度の詳細は、教育学部ホームページ「在学⽣の⽅

へ」＞「休学・留学・単位認定等」を確認すること。 

※復学年度に廃⽌・休講になっている科⽬は履修不可。ただし、その単位数分の秋学期科

⽬を登録することが可能。復学後の秋学期科⽬については、9 ⽉に科⽬登録を⾏う。 

→留学開始年度春学期と復学年度秋学期の登録単位数の合計が年間履修制限単位数を

超えることはできない。（留学開始年度の「春学期科⽬」登録単位数＋復学年度の「秋学

期科⽬」登録単位数≦年間履修制限単位数（40 or 44 単位）） 

４⽉１⽇〜９⽉２０⽇ 
・９⽉に科⽬登録を⾏う。通年科⽬および春学期科⽬の履修は不可。 

→９⽉科⽬登録時には、通常の年間履修制限単位数（40 or 44 単位）まで登録可能。 

９⽉２１⽇〜翌年３⽉３１⽇ 

・４⽉に登録していた科⽬のうち、春学期科⽬のみ留学年度の履修科⽬となる。登録済みの

通年科⽬および秋学期科⽬は留学承認後に登録が取り消される。 

→４⽉科⽬登録時には、通常の年間履修制限単位数（40 or 44 単位）まで登録可能。 

４⽉１⽇〜翌年３⽉３１⽇ ・春学期、秋学期いずれも科⽬登録は不可。 

※ 復学年度に演習・卒論・卒研を履修予定の者で、留学中のために予備登録に参加できない場合は、予め各学科専攻専修の教

員または助⼿に問い合わせること。 

※ 卒論・卒研は通年科⽬のため、秋学期に復学する場合、原則的に年度途中での登録はできない（継続履修制度適⽤の場合

を除く）が、⼀定の条件を満たせば登録時期の例外が適⽤される場合がある。詳細は教育学部ホームページを確認すること。 

・ 教育学部ホームページ（「在学⽣の⽅へ」＞「卒業と演習・卒業論⽂（研究）」＞「登録時期の例外」） 

https://www.waseda.jp/fedu/edu/students/graduate-exercises/ 



● 「帰国後登録（新規登録）」⼿続きについて 

「帰国後登録」とは、留学から帰国した学期に、夏季/冬季集中科⽬の⼀部等を新たに履修することができる制度となる。 

登録を希望する場合は、所定の期間に、自身で確認・申請を⾏う必要がある。詳細は、教育学部ホームページを確認するこ

と。 

・ 教育学部ホームページ（在学⽣の⽅へ＞休学・留学（単位認定）・復学・退学・再⼊学など＞留学＞科⽬登録/帰国後

登録について） 

https://www.waseda.jp/fedu/edu/students/abroad/ 

 

８．留学期間中に修得した単位の認定について                                                

（１）留学期間中に留学先の⼤学等において修得した単位は、帰国後に本人が申請し学部が適当と認めたものに限り、卒業所定

算⼊単位または随意科⽬として合計６０単位（他⼤学で修得し認定された単位も含む）を上限として認定することができる

（事前に認定の可否を回答することはできない）。認定基準および⼿続きの詳細は復学⼿続時に通知するが、単位認定に

あたっては「①単位認定を希望する科⽬のシラバスのコピー（留学先の科⽬シラバスと早稲⽥⼤学の科⽬シラバス両⽅提出）」

および「②留学先の成績証明書等」が必要となるので準備すること。 

（２）単位認定の単位数（他⼤学で修得し認定された単位も含む）は、復学時の科⽬登録の年間履修制限単位数には含まれな

い。科⽬登録と単位認定は全く別の扱いとなるので、科⽬登録の際は注意すること。 

（３）オンライン授業（全体の授業時数における対面での実施⽐率が半分未満であるもの）により修得した単位は、学科・専攻・専

修の定める卒業所定単位数から６４を除いた単位数を卒業単位算⼊上限としている。留学期間中に修得した単位を認定

する場合、留学先の科⽬の授業⽅法に依拠して判断する。例えば、留学先で履修した科⽬がオンライン実施の場合、認定

先の早稲⽥⼤学の科⽬が対面実施であってもオンライン授業の卒業単位制限の適⽤を受けることになる。逆に留学先で履

修した科⽬が対面実施の場合には、たとえ認定先の早稲⽥⼤学の科⽬がオンライン実施であってもオンライン授業の卒業単

位制限の適⽤は受けない。 

 

９．留学期間延⻑について                                                           

（１）継続を希望する場合は、再度留学の⼿続きが必要となる。 

（２）在学中に留学できる期間は、原則として１年以内とする。 

※ ただし、特別の事情があり、教授会がその理由を承認した場合は、留学期間の延⻑を許可することがある。 

 

１０．留学許可の取り消し                                                             

留学⽣として不適当であると認められるような事情が⽣じた場合、また、了解なく事前の申請から計画を変更していた場合は、留学

許可を取り消す。 

 

１１．留学中の奨学⾦について                                                         

奨学⾦を受けている場合、留学が承認された時点で、奨学課にて異動⼿続を⾏うこと。未⼿続のまま留学すると、今後の奨学⾦受

給に支障が⽣じる場合があるので注意する。 

①奨学⾦登録 

…留学中も可能である。登録の条件・締切⽇は通常の奨学⾦登録と同様だが、留学中の学⽣は採⽤にならない奨学⾦もあ

る。 

②⽇本学⽣支援機構奨学⾦ 

…原則、留学中は自動的に継続となる（特段の⼿続きは不要）休⽌を希望する場合のみ「異動願（休⽌）」を提出する

こと。 

③学内奨学⾦ 

…採⽤年度の途中で留学しても返還の必要はない。 

④⺠間団体奨学⾦ 

…留学中の扱いについては各団体によって異なるので、⺠間団体奨学⾦採⽤後に留学する場合は、事前に奨学課に問い合



わせること。 

 

１２．復学⼿続きについて                                                           

復学⽇は、留学許可期間終了⽇の翌⽇（９⽉２１⽇または４⽉１⽇）となる。 

復学⼿続期間・必要書類については、⼤学に登録されている保護者等住所宛に復学⽇の約２ヶ⽉前までに送付する。 

 

１３．その他                                                                    

（１）教育実習・介護等体験に⾏く者は、留学前の早い段階で必ず教育学部事務所に相談すること（⼿続きのタイミングが通常と

異なる場合がある）。 

（２）EXでの留学期間中は、卒業⾒込証明書の発⾏はできない。⼀⽅、CSまたはDDでの留学の場合は、卒業⾒込判定の対象

となるので、判定の結果「⾒込可」となる場合は卒業⾒込証明書の発⾏が可能となる。 

以 上 

本資料に関する質問は、教育学部ホームページの「お問い合わせフォーム」よりお願いします。 

 


